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政 策 評 価 結 果 書

平成１４年６月２８日

（最終改訂同年７月１０日）

経営局経営政策課長

政策分野 農業経営に関する体系的･総合的な対策の推進

政策分野主管課 経営局経営政策課

関 係 課 経営局構造改善課

１ 目標値（目標年度）

望ましい農業構造の実現のための農業経営関連諸施策の体系的・総合的な推進

〇 農業経営関連諸施策を効率的かつ安定的な農業経営に集中化・重点化

※ 具体的な数値目標として、農業経営関連諸施策のうち、効率的かつ安

定的な農業経営に集中化・重点化されている施策のシェアとすることで

検討中

【13年度における目標】

ー

〈目標値算定の考え方〉

「農業構造の展望」で示されている平成２２年において目標とすべき農業構

造の実現のためには、農業経営関連の諸施策をその農業構造の実現に必要な効

率的かつ安定的な農業経営の確保・育成に有効なものにすることが必要であ

る。

このためには、多種多様な農業経営関連の諸施策が、効率的かつ安定的な農

業経営に資するものとなっているかを毎年度点検し、そのような施策が施策全

体に占める割合を高めていく必要がある。

したがって、政策目標の設定に当っては、

① 「効率的かつ安定的な農業経営」に施策対象を集中化・重点化している

か。

② 施策相互間の連携が図られているか(施策の重複はないか)

③ 国・地方公共団体・農業関係団体の役割分担は明確になっているか。

を点検し、これらの措置及び改善状況を把握し、分析した上で目標を検討するこ

ととしている。

２ 評価結果

（１）有効性評価

13年度実績 －

達成状況 ー
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達成ランク ー

所 見 ー

（参考）

試行的に、経営局で所管する主に農地利用に着目した施策(１４事業）につ

いて、効率的かつ安定的な農業経営への集中化・重点化の状況を調査したとこ

ろ、次のような結果となった。

なお、前提として、効率的かつ安定的な農業経営への集中化・重点化されて

いることを示すメルクマールを

① 効率的かつ安定的な農業経営(認定農業者等)の育成数を数値目標として

掲げているもの

② 効率的かつ安定的な農業経営(認定農業者等)への農地の利用集積面積を

数値目標として掲げているもの

とし、そのいずれか一方に該当すれば、効率的かつ安定的な農業経営への施策

の集中化・重点化が図られているものとしてカウントした。

なお、①及び②のような数値目標が掲げられていないものの、事業そのもの

が効率的かつ安定的な農業経営の育成を目的としているものも含めて、何らか

の定性的・定量的目標が設定されているものを、メルクマール③として整理し

た。

１４事業のうち、農地流動化に関する目標を設定しているものは３本、認定

農業者の育成数等の目標を掲げているものは、２本であった。

所 見(検討結果について)

経営局所管の農地利用に着目した１４事業について、試行的に効率的かつ安

定的な農業経営への集中化・重点化の度合いを調べたところ、認定農業者数、

利用集積面積を目標に掲げているのは、２割程度であった。

しかし、本調査には、次のような問題があることから、これらのことを念頭

において、平成１４年度の目標設定に当たっては、さらに検討することが必要

と考える。

・ 効率的かつ安定的な農業経営への集中化・重点化のメルクマールとして

「認定農業者数又は利用集積面積について目標の設定されている事業」が

果たして適当であるか、また仮に適当であるとして、当該事業で掲げてい

る目標値が効率的かつ安定的な農業経営の育成への十分な目標足りうるか

等、集中化・重点化の定義についても明確にする必要があると考える。

・ 今回の調査対象は経営局所管の農地利用に着目した施策のみであり、今

後は対象とする施策の範囲を明確化するにあたっては、生産要素の投入、

生産活動の向上、加工・流通・販売等に着目した施策にも目を配る必要が

あると考える。

３ 改善の方向

－
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政 策 評 価 シ ー ト

政策分野 農業経営に関する体系的・総合的な対策の推進

政策分野主管課 政策分野主管課：経営局経営政策課
及び関係課 関 係 課：経営局構造改善課

目 標 目標年度

目 標 値 望ましい農業構造の実 現状値
現のための農業経営関
連諸施策の体系的・総
合的な推進 農業経営関連施策で、経営局
（目標値） 所管の農地利用に着目した施
農業経営関連諸施 策 ･･････１４事業
策を効率的かつ安定 うち効率的かつ安定的な農
的な農業経営に集中 業経営に集中化・重点化さ
化・重点化 れた施策 ・・・・３事業

【 】農業経営関連諸 平成１４年４月１日現在
施策のうち、効率
的かつ安定的な農
業経営に集中化・
重点化された施策
のシェアとするこ
とで検討中

関係者が取り組 ①専ら農業を営む者等による創意工夫を生かした農業経営の展開
むべき課題 ②農地の確保及び有効利用

③農業生産の基盤の整備
④農業経営を担うべき人材の育成・確保
⑤①～④の取り組みに対する機動的な施策支援の推進

目 年 度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度
標
に 目 実績値 －
係 標
る 値
各 達 成 単年度－ ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
年
度 状 況 累 計－ ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％
の
実 年 度 年度 年度 年度 年度 年度
績
値 目 実績値
及 標
び 値
達 達 成 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
成
状 状 況 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％
況

目標値と実績値の推移
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試行的に、経営局で所管する主に農地利用に着目した
達成状況に対す 平成１３年 施策(１４事業）について、効率的かつ安定的な農業経
るコメント 営への集中化・重点化の状況を調査したところ、次のよ

うな結果となった。
なお、前提として、効率的かつ安定的な農業経営への
集中化・重点化されていることを示すメルクマールを
① 効率的かつ安定的な農業経営(認定農業者等)の育成
数を数値目標として掲げているもの
② 効率的かつ安定的な農業経営(認定農業者等)への農
地の利用集積面積を数値目標として掲げているもの
とし、そのいずれか一方に該当すれば、効率的かつ安定
的な農業経営への施策の集中化・重点化が図られている
ものとしてカウントした。
なお、①及び②のような数値目標が掲げられていない
ものについても、メルクマール③として、効率的かつ安
定的な農業経営(認定農業者等)の育成・確保に資する何
らかの配慮がなされているものについて、その内容を把
握した。

平成１４年

平成１５年

平成１６年

参考指標 目標値の過去の実績値
効率的かつ安定的な農業経営に集中化・重点化した農業経営関連諸施策
数の実績値

（単位：事業数）

平成１３年 平成１４年 平成１５年

農業経営関連 うち集中化・重 農業経営関連 うち集中化・重 農業経営関連 うち集中化・重
施策総数 点化処置済 施策総数 点化処置済 施策総数 点化処置済

１４ ３

注：集中化・重点化処置済の施策数は、別表の対応状況欄にて①又は②と
分類した施策数

備 考
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政策分野及び政策目標値算出の考え方

政策分野 農業経営に関する体系的・総合的な対策の推進

目標年度

目 標 値 農業経営関連諸施策のうち、効率的かつ安定的な農業経営に集中化・重
点化された施策のシェアとすることで検討中

上位計画 農業経営の展望・農業構造の展望

目標年度 平成２２年度

目 標 値

〔政策分野の全般的考え方〕
我が国農業の持続的な発展を図るために、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これら
の経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立することにより、生産性の高い農業を展
開する必要がある。このため、農業経営に関する諸施策を体系的・総合的に推進することに
より、効率的かつ安定的な農業経営の育成を図る必要がある。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
農業経営に関する施策として、現在 「経営基盤の整備→生産要素の投入→生産活動→加、
工・販売」という農業経営の行程の各場面に応じた取組に対する支援が講じられている。
それぞれの経営体をめぐる状況に応じ、これらの諸施策を適切に活用して生産性の向上、
コスト削減、付加価値の向上といった取組がなされれば 「効率的かつ安定的な農業経営」、
を実現することが可能であると考えられる。
しかし、現在施策の集中化・重点化については、必ずしも十分でない面があり、毎年度現
行施策を点検し、より一層の集中化・重点化を行う必要がある。

〔政策目標値の算出方法〕
現行の農業経営関連諸施策について
① 「効率的かつ安定的な農業経営」に施策対象を集中化・重点化しているか
② 施策相互間の連携が図られているか（施策の重複はないか）
③ 国・地方公共団体・農業関係団体の役割分担が明確になっているか
を点検し、これらの措置及び改善状況を把握し、目標とする。
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農
業
者
連
携
事
業
体
育
成
事

認
定
農
業
者
等
が
、
集
落
と
連
携
を
図
り
な

業
が
ら
、
農
作
業
委
委
託
等
に
よ
る
農
用
地
利
用

（
3
2
6
,
9
2
4
千
円
）

集
積
の
促
進
を
図
る
農
作
業
受
託
組
織
を
育
成

認
定
農
業
者
を
核
と
し
た
農

す
る
こ
と
に
よ
り
、
認
定
農
業
者
等
の
規
模
拡

作
業
受
託
組
織
の
育
成
と
集
落

大
と
経
営
安
定
の
実
現
に
資
す
る
。

と
の
連
携
に
よ
る
農
用
地
利
用

集
積
の
推
進
[
経
営
局
経
営
政
策
課
］

認
定
農
業
者
農
作
業
受
委
託
集
積

認
定
農
業
者
等
が
、
地
域
の
土
地
利
用
調
整

事
業

を
行
う
農
用
地
利
用
改
善
団
体
等
と
連
携
を

（
1
0
3
,
4
5
7
千
円
）

し
、
広
域
的
な
農
作
業
受
委
託
等
に
よ
る
農
用

認
定
農
業
者
を
中
心
と
し
た

地
利
用
集
積
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
認
定
農
業

農
作
業
受
託
組
織
の
育
成
と
農

者
等
の
経
営
の
規
模
拡
大
に
よ
る
効
率
的
か
つ

用
地
利
用
改
善
団
体
等
と
の
連

安
定
的
な
農
業
経
営
へ
の
発
展
を
図
る
。

携
に
よ
る
農
用
地
利
用
集
積
の
推
進

[
経
営
局
経
営
政
策
課
］

集
落
営
農
経
営
確
立
支
援
事
業

地
域
農
業
に
お
け
る
集
落
営
農
の
位
置
付
け

（
1
,
5
3
0
,
0
0
0
千
円
）

を
明
確
に
し
、
集
落
を
基
本
単
位
と
し
た
営
農

集
落
営
農
の
育
成
に
必
要
な

シ
ス
テ
ム
の
発
展
を
図
り
、
経
営
感
覚
に
優
れ

高
生
産
性
機
械
の
整
備
と
基
盤

た
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
経
営
体
へ
の
発
展
を

整
備
等
の
支
援

促
進
す
る
。

[
経
営
局
経
営
政
策
課
］
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採
択
基
準
等

①
事
業
の
定
量
的
目
標
と
し
て
、
「
効
率
的
か
②
事
業
の
定
量
的
目
標
と
し
て
、
「
効
率
的
③
①
、
②
以
外
で
「
効
率
的
か
つ
安
定
的
な

つ
安
定
的
な
農
業
経
営
」
の
育
成
目
標
数
（
経
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
」
へ
の
農
地
の
利
農
業
経
営
」
の
育
成
・
確
保
に
資
す
る
何
ら

事
業
名

営
改
善
計
画
の
新
規
認
定
数
又
は
農
家
数
に
占
用
集
積
目
標
（
集
積
面
積
又
は
集
積
率
の
向
か
の
定
量
的
・
定
性
的
目
標
を
設
定
し
て
い

（
予
算
額
、
概
要
)

め
る
率
の
向
上
等
）
を
設
定
し
て
い
る
も
の
上
等
）
を
設
定
し
て
い
る
も
の

る
も
の

農
地
保
有
合
理
化
促
進
事
業

農
地
保
有
合
理
化
法
人
が
規
模
縮
小
農
家
等

（
8
,
1
5
0
,
5
2
4
千
円
）

か
ら
農
用
地
等
を
買
い
入
れ
又
は
借
り
入
れ

農
地
保
有
合
理
化
法
人
の
有

て
、
認
定
農
業
者
等
へ
売
り
渡
し
又
は
貸
し
付

す
る
機
能
を
効
率
的
に
活
用
し

け
、
買
入
れ
農
地
の
地
力
維
持
、
農
用
地
等
の

て
担
い
手
へ
の
農
地
の
利
用
集

売
り
渡
し
等
と
併
せ
た
農
業
用
機
械
・
施
設
の

積
を
促
進

リ
ー
ス
の
総
合
的
な
推
進
を
通
じ
て
、
認
定
農

[
経
営
局
構
造
改
善
課
]

業
者
等
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
を
営

む
者
に
対
す
る
農
用
地
等
の
利
用
集
積
を
一
層

推
進
す
る
。

農
地
信
託
等
事
業
費

離
農
農
家
等
か
ら
農
地
の
売
渡
信
託
の
引
受

（
6
6
,
6
6
6
千
円
）

け
と
無
利
子
資
金
貸
付
け
を
通
じ
て
、
地
価
下

農
地
保
有
合
理
化
法
人
が
農

落
等
の
事
業
リ
ス
ク
の
た
め
農
地
売
買
等
事
業

地
の
売
渡
信
託
を
引
き
受
け
、

で
は
担
い
手
農
家
へ
の
農
地
集
積
を
行
う
こ
と

農
地
価
格
の
下
落
地
域
に
お
け

が
困
難
な
地
域
に
お
け
る
円
滑
な
離
農
と
優
良

る
担
い
手
へ
の
農
地
の
利
用
集

農
地
の
担
い
手
農
家
へ
の
集
積
を
図
る
。

積
を
促
進
[
経
営
局
構
造
改
善
課
]

農
業
生
産
法
人
出
資
育
成
事
業
費

農
地
保
有
合
理
化
法
人
が
認
定
農
業
生
産
法

（
2
0
0
,
0
0
0
千
円
）

人
に
農
地
を
現
物
出
資
し
、
地
域
農
業
の
担
い

農
地
保
有
合
理
化
法
人
が
農

手
で
あ
る
農
業
生
産
法
人
の
自
己
資
本
充
実
と

業
生
産
法
人
に
農
用
地
等
を
現

経
営
規
模
拡
大
の
支
援
に
よ
り
そ
の
育
成
を
図

物
出
資
し
、
担
い
手
の
規
模
拡

る
。

大
と
自
己
資
本
を
充
実

[
経
営
局
構
造
改
善
課
]

農
地
保
有
合
理
化
総
合
推
進
事
業

県
合
理
化
法
人
と
市
町
村
合
理
化
法
人
が
連

費
携
し
、
集
落
等
を
単
位
と
し
て
農
地
保
有
合
理

（
1
8
5
,
7
9
1
千
円
）

化
事
業
を
総
合
的
、
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め

農
地
保
有
合
理
化
法
人
が
事

の
体
制
整
備
を
通
じ
て
、
農
地
保
有
合
理
化
事

業
を
総
合
的
・
効
果
的
に
実
施

業
の
掘
り
起
こ
し
な
ど
に
よ
る
地
域
の
実
情
に

す
る
体
制
の
構
築
に
よ
り
担
い

即
し
た
農
地
流
動
化
と
農
用
地
の
集
団
化
を
促

手
へ
の
農
地
の
利
用
集
積
と
集

進
す
る
。

団
化
を
促
進
[
経
営
局
構
造
改
善
課
]
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採
択
基
準
等

①
事
業
の
定
量
的
目
標
と
し
て
、
「
効
率
的
か
②
事
業
の
定
量
的
目
標
と
し
て
、
「
効
率
的
③
①
、
②
以
外
で
「
効
率
的
か
つ
安
定
的
な

つ
安
定
的
な
農
業
経
営
」
の
育
成
目
標
数
（
経
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
」
へ
の
農
地
の
利
農
業
経
営
」
の
育
成
・
確
保
に
資
す
る
何
ら

事
業
名

営
改
善
計
画
の
新
規
認
定
数
又
は
農
家
数
に
占
用
集
積
目
標
（
集
積
面
積
又
は
集
積
率
の
向
か
の
定
量
的
・
定
性
的
目
標
を
設
定
し
て
い

（
予
算
額
、
概
要
)

め
る
率
の
向
上
等
）
を
設
定
し
て
い
る
も
の
上
等
）
を
設
定
し
て
い
る
も
の

る
も
の

農
作
業
受
委
託
促
進
特
別
事
業
費

将
来
的
に
賃
貸
借
を
初
め
と
す
る
利
用
権
等

（
1
8
8
,
9
6
5
千
円
）

設
定
に
繋
が
る
農
作
業
受
委
託
に
つ
い
て
、
農

農
作
業
の
受
委
託
に
よ
る
作

地
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
農
作
業
受
託
者
に

業
規
模
の
拡
大
を
推
進

対
す
る
受
託
料
の
一
括
無
利
子
貸
付
け
を
通
じ

[
経
営
局
構
造
改
善
課
]

て
、
受
託
者
と
委
託
者
の
双
方
に
対
し
て
受
委

託
促
進
の
動
機
付
け
、
受
委
託
関
係
者
の
事
務

の
大
幅
な
軽
減
、
農
作
業
受
委
託
の
量
的
拡
大

と
質
的
安
定
化
を
図
る
。

農
地
売
買
円
滑
化
事
業
費

農
地
売
買
等
事
業
に
よ
り
農
地
等
を
一
定
期

（
1
,
0
0
0
,
0
0
0
千
円
）

間
貸
し
付
け
た
後
売
り
渡
す
際
に
、
農
地
価
格

農
地
保
有
合
理
化
法
人
が
行

の
下
落
地
域
に
お
い
て
発
生
す
る
売
買
価
格
の

う
農
地
売
買
事
業
の
促
進
に
よ

差
額
助
成
を
通
じ
て
、
農
地
保
有
合
理
化
事
業

り
、
担
い
手
へ
の
農
地
の
利
用

（
農
地
売
買
等
事
業
）
を
活
用
し
た
効
率
的
か

集
積
を
促
進

つ
安
定
的
な
農
業
経
営
へ
の
農
地
等
の
利
用
集

[
経
営
局
構
造
改
善
課
]

積
の
一
層
の
円
滑
化
を
図
る
。

農
地
利
用
集
積
特
別
対
策
事
業
費

(1
)
農
地
流
動
化
地
域
総
合
推
進
事
業

（
3
,
8
5
6
,
4
3
8
千
円
）

農
地
流
動
化
に
関
す
る
新
た
な
目
標
（
平

担
い
手
へ
の
農
地
の
利
用
集
積

成
1
5
年
度
）
の
達
成
に
向
け
て
年
度
目
標
を

を
総
合
的
に
促
進

策
定

[
経
営
局
構
造
改
善
課
]

(2
)
農
地
利
用
集
積
実
践
事
業

①
農
業
構
造
転
換
地
域
連
携
事
業

目
標
時
（
５
年
後
）
ま
で
に
地
区
内
農

用
地
面
積
の
３
０
％
を
担
い
手
に
集
積

②
重
点
推
進
地
区
育
成
事
業

市
町
村
流
動
化
目
標
（
平
成
1
5
年
度
）

に
お
い
て
定
め
る
担
い
手
へ
の
集
積
増
加

面
積
（
１
年
分
）
の
農
地
面
積
に
占
め
る

割
合
を
求
め
、
当
該
地
区
に
お
い
て
そ
の

割
合
の
２
倍
の
集
積
増
加
を
図
る
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